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議第４号  

 

令和５（２０２３）年度柏崎市後期高齢者医療特別会計補正予算    

（第１号）  

 

 令和５（２０２３）年度柏崎市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算補正）  

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，２１４千円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，０６９，５７７千円とする。  

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

  令和６年（２０２４年）２月１６日提出    

 

            柏崎市長  櫻  井  雅  浩     
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2 249,976 △3,548 246,428

1 一般会計繰入金 249,976 △3,548 246,428

3 1 1,234 1,235

1 繰越金 1 1,234 1,235

4 1,451 100 1,551

2 償還金及び還付加算金 1,440 100 1,540

1,071,791 △2,214 1,069,577

繰入金

繰越金

諸収入

歳　　入　　合　　計

補　正　額

 千円

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円
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1 12,515 40 12,555

2 徴収費 2,864 40 2,904

2 1,056,836 △2,354 1,054,482

1 後期高齢者医療広域連合納付金 1,056,836 △2,354 1,054,482

3 1,440 100 1,540

1 償還金及び還付加算金 1,440 100 1,540

1,071,791 △2,214 1,069,577

総務費

後期高齢者医療広域連合納付金

諸支出金

歳　　出　　合　　計

歳　　出

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円
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令和５（２０２３）年度後期高齢者医療特別会計 

 

 

 

 

 

 

 

補 正 予 算 に 関 す る 説 明 書  

            （第１号）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柏  崎  市  
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１　総　　括

（歳　　入）

2 繰入金 249,976 △3,548 246,428

3 繰越金 1 1,234 1,235

4 諸収入 1,451 100 1,551

1,071,791 △2,214 1,069,577歳　　入　　合　　計

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円  千円
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（歳　　出）

1 総務費 12,515 40 12,555

2 後期高齢者医療広域連合納付金 1,056,836 △2,354 1,054,482

3 諸支出金 1,440 100 1,540

1,071,791 △2,214 1,069,577歳　　出　　合　　計

款 計

 千円

補正前の額

 千円

補　正　額

 千円
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国県支出金 地　方　債 そ　の　他

40 0

△2,354 0

100 0

0 0 △2,214 0

特　　　　　　　　定　　　　　　　　財　　　　　　　　源
一　般　財　源

 千円  千円  千円  千円

補　正　額　の　財　源　内　訳
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　２款　繰入金

　１項　一般会計繰入金

 千円

△3,548千円

△3,548千円

 千円

目 補正前の額

２　　歳    入

1 13,505 40 13,545事務費繰入金

 千円

補　正　額 計

2 236,471 △3,588 232,883保険基盤安定繰入金

計 249,976 △3,548 246,428

1,234千円

　３款　繰越金 1,234千円

　１項　繰越金

1 1 1,234 1,235繰越金

計 1 1,234 1,235

100千円

　４款　諸収入 100千円

　２項　償還金及び還付加算金

1 1,440 100 1,540保険料還付金

計 1,440 100 1,540
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 千円  千円

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

事務費繰入金 401 事務費繰入金 40

保険基盤安定 △3,5881 保険基盤安定繰入金 △3,588

繰入金

繰越金 1,2341 繰越金 1,234

後期高齢者医 1001 後期高齢者医療保険料広域連合精算還付金 100

療保険料還付

金

後期高齢者医療特別会計
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３　　歳    出

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

　１款　総務費

　２項　徴収費

補正額

地方債

計

 千円 千円  千円

40千円

40千円

目 補正前の額

 千円  千円  千円 千円

2,904401 徴収総務費 2,864 40

計 402,864 2,904 00 400

　１項　後期高齢者医療広域連合納付金

　２款　後期高齢者医療広域連合納付金

△2,354千円

△2,354千円

1,054,482△2,3541 後期高齢者 1,056,836 △2,354

医療広域連

合納付金

1,056,836 1,054,482 00 △2,3540

　１項　償還金及び還付加算金

　３款　諸支出金

計 △2,354

100千円

100千円

1,4001001 還付金 1,300 100

計 1001,440 1,540 00 1000
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節

 千円

区　　分

千円

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

12 40委託料 国保医療課
001 徴収総務費 40
　001 収納業務 40

40　　収納委託料

18 △2,354負担金補助及 国保医療課
001 後期高齢者医療広域連合納付金 △2,354

び交付金 　001 後期高齢者医療広域連合納付金 △2,354
△2,354　　広域連合納付金（保険料等）

22 100償還金利子及 国保医療課
001 後期高齢者医療保険料還付金 100

び割引料

後期高齢者医療特別会計
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